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問

■お問い合わせ先　富岡消防署     22－2119　楢葉分署     25－2119　川内出張所     38－2119

富岡消防署 トラッキング火災にご注意を!

トラッキング火災を防ぐためには 住宅用火災警報器の早期設置
　一般住宅の寝室等に住宅用火災警報器を平成23年５月31
日までに設置することが定められています。
　皆さんの家族を火災から守るために早期設置に努めてく
ださい。また、不適正な訪問販売に注意してください。
　既に住宅用火災警報器が設置されているご家庭では、い
ざという時にきちんと警報器が作動するように、普段から
点検ボタンなどによる点検や定期的な電池交換など日頃の
維持管理に努めてください。

　雨の日が多くなるこの時期、「トラッキング現象」と呼ばれる現象が発生しやすくなります。
　テレビや冷蔵庫などの電源プラグは、一度差し込んだらそのままの状態で使用していることが多いと思
います。長い間差し込んだままにしておくと、プラグとコンセントの間にホコリがたまり、そこに湿気が
加わると、プラグの両刃の間にわずかな電流が流れるようになります。それが繰り返され、やがて、この
部分から火が噴き出し、火災となります。

①長い間差し込んだままの電源プラグは要注意！時々抜い
てホコリを拭き取りましょう。また、洗面所などの湿気
が高く湯気や水滴が直接かかる位置にあるプラグは、定
期的に抜いて乾いた布で拭き取りましょう。
②器具の使用後は、スイッチを切ってコンセントからプラ
グを抜きましょう。
③電源プラグ及びコードが異常に熱くなっているときは危
険です。すぐに
使用をやめて電
気店に点検して
もらいましょう。

平成23年5月31日まで残り734日
（平成21年7月1日現在）
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福島県計量検定所　　　　　　　　　
　（代表）024－521－1111内線（4495～4498）
　（直通）024－521－7656

■計量に関するご相談・問い合わせは？

はかりの定期検査
○定期検査を受けるには？
次のいずれかの方法で定期検査を受けることができます。

　知事が行う検査で、指定された検査期日
と場所（役場等）に「はかり」を持ち込ん
でいただいて実施します。
　検査には、計量能力が500kg以下の一般
小型はかりが該当し、合格すると左の「合
格シール」が貼られます。

　（社）福島県計量協会又は一般計量士が行
う検査で、「はかり」の所在場所（商店等）
に出向いて実施します。
　検査には、電気式はかりや、大型はかり（計
量能力が500kgを超えるもの）が該当し、
合格すると左の「合格シール」が貼られます。

○定期検査とは？
　商店・工場・病院・調剤薬局・事業所および官公庁等で、
「取引や証明行為」に使用する「はかり」は、計量法により
その正確性を確認するため検定証印の付いた「はかり」を
使用し、２年に１回の定期検査を受けなければなりません。
　市町村役場が行う、定期検査対象はかりの事前調査に御
協力をお願いします。

集合検査

所在場所検査

〒960-8670 福島市杉妻町2番16号
　　　　（県庁西庁舎１階） （社）福島県計量協会

　（福島県計量検定所内）

　 024－521－4035

広野町役場 建設課 産業グループ
　 27－4163

ご存知ですかご存知ですかご存知ですか

公的機関等による検定に合
格したはかりに、下記のい
ずれかの証印が付される。

取引・証明用の「はかり」
キッチンスケールやヘルス
メーターなど、家庭内で目
安として使用するもの。

家庭用の「はかり」

①検定証印 ②基準適合証印
※「取引・証明」
　には使用でき
　ません。

年・月 年・月 家庭用計量器の表示
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